
2019年7月 
介護事業の経営者・管理者のみなさまへ 

少人数でじっくり学ぶ 

介護職員等特定処遇改善加算を活かす事業経営！ 

 - 制度に左右されない強い組織づくりのために- 
特定処遇改善加算は算定しないという事業者があります。 

 
 
 
 
 

などなど 
しかしその多くは、情報不足や理解不足が原因です。 

特定処遇改善加算を算定できない事業者は、退出の危機が迫る 
といっても過言ではないでしょう。 

たとえば、社会福祉法人 

新たな連携法人制度など大規模化の圧力はますます高まっています。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

あるいは、訪問介護 

月間売上450万円の事業所でも 

年間340万円ほぼ1人分の人件費が獲得できるかできないかの差が生まれます 

さらに重要なのは 

生産性の向上が実現できなければ、どの事業所にも未来はないということです。 

〇真の生産性向上とは     ⇒ 手厚い介護の定義が変わります。 
〇求められる組織と人材像とは ⇒ 組織自体が学習し職員を成長させます。 
〇生き残る事業者の資産とは  ⇒ 社会関係資本（social capita）と心の資本（mind capital）です。 

大きく変革する介護ビジネスの先を見通した「次の一手」を模索されているみなさまのご参加を心か
らお待ち申し上げております。 

追伸 当日、会場に来られないみなさまもオンラインで参加できます。PC をご用意いただければ、

Zoomという機能を使って、インターネットを利用してセミナーに参加いただけます。 

                                   株式会社ウエルビー 
                                   代表取締役 青木正人 

緊急開催！ 

8万円アップ、440万円
の原資がない 

10年以上勤務の 
介護福祉士がいない 

職員間の不公平感が高まる 

人材不足、地域共生社会
への対応には合併や事業
譲渡もやむを得ない 



 限定16名様！

緊急開催！ 少人数でじっくり学ぶ

 介護職員等特定処遇改善加算を活かす事業経営！
      　　　  - 制度に左右されない強い組織づくりのために - 

　　　　　　　　　　　　　　※ お申込み方法（下記申込書をお使いください）※

㈱ウエルビー　FAX：03-5428-5786 e-mail：info@well-be.net (ホームページhttp://well-be.netからも申込みできます)まで
先着順に受付けいたしますので定員に達した際はご容赦ください (お問合せは　電話 03-5428-5785 でもお受けします)。

●開催日時　2019年8月10日(土)　13:40～16:40
●募集対象　介護事業の経営者・管理者およびそれに準ずる方　16名様

●参加費　　一般 16,000円（消費税込み）　 弊社顧問先 8,000円
　　　　　　ウエルビークラブ会員 9,400円  ウエルビーレポート会員 12,600円
　　　　　　2018・2019年開催の弊社セミナー・フォーラムに参加された事業者 14,700円

●会場　　　桜丘町施設(渋谷区桜丘町30-2)
　　　　　　JR線/東京ﾒﾄﾛ銀座線･半蔵門線･副都心線/京王井の頭線/東急東横線･田園都市線 渋谷駅徒歩5分

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　    8/10セミナー申込書

貴社(法人)名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主業務

ご住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　  　　　顧問先･クラブ会員･レポート会員･購読者･参加経験あり

e-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL

ご参加者 お役職･お名前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都福祉サービス第三者評価機関[機構03-065]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護サービス情報の公表東京都指定調査機関[jkc06004]
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-18-104　　TEL：03-5428-5785　FAX：03-5428-5786　e-mail：info@well-be.net　http://well-be.net 

8月末に申請期限が迫る「介護職員等特定処遇改善加算」
「月額8万円」「440万円」以上という絶対額に注目が集まっていますが
人事政策上の運用を誤ると取り返しのつかない禍根を生むことになります。
経営上のフォーカスポイントをシミュレーションを交えて具体的にお示しします!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●講師プロフィール●
青木正人：株式会社ウエルビー代表。 医療・福祉・介護事業の経営･人事･教育などの
コンサルティングおよび政府・自治体の調査研究事業を行う。神戸大学経営学部卒業。

厚生労働省介護保険指導監督研修講師、東京都福祉サービス第三者評価者研修講師
明治大学社会イノベーション・デザイン研究所客員研究員、日本介護経営学会会員。
主な著書 に『知らないと損する 公的医療保険と診療報酬』 『デイサービス生活相談員
の"できる"仕事術』 （メディカ出版)  『介護保険サービス指定基準ガイド2018』 (日経BP） 
『新入介護職員早期戦力化マニュアル』 (日本医療企画）『選ばれる事業者になる 変革期の
介護ビジネス-情報公表制度・第三者評価を活かす事業経営』(学陽書房）『最新 成功する

介護ビジネスの起こし方・運営一切』（日本実業出版社)   などがある。　　　　

新たな加算で既存職員のモチベーションを最大限に引き出すツボは？

主催　 株式会社ウエルビー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主なポイント
　　　新たな処遇改善の活用で人材不足を解消するツボは？
 　　　　　

　　
☆ 8万円アップ・440万円支給の優劣は事業所規模と人材構成で大きく異なる！  
☆ ２：１：0.5の配分原則は絶対か―新加算の真意を取り違えるな！

など

☆ 特定処遇改善加算で生産性がアップする事業所ダウンする事業所！
☆ 「経験・技能のある」介護職員・看護師・ケアマネジャーはココに魅かれる！

制度変更・報酬改定に打ち克つ強い組織をつくり上げるツボは？
☆ 介護事業者の追い求めるべき生産性指標は利用者のＱＯＬ向上しかない！
☆ 生き残る強い事業者に必要なのは社会関係資本（social capital）を蓄積すること！

オンライン（Zoom）
で参加もできます！

会場参加　オンライン参加


